
株式会社設立に必要な書類

仮に、

発起人（出資者）３名、取締役３名、代表取締役１名

資本金３００万円、本店所在地 京都市

と仮定した場合、

必要となる書類

１． 出資者全員の印鑑証明書 各１通（公証人役場に提出用）

２． 取締役全員の印鑑証明書 各１通（法務局提出用）

３． 代表出資者の普通預金口座通帳（資本金入金確認用）

４． 代表取締役となる方の運転免許証の写し

必要なもの

１．出資者および取締役全員のご実印

２．設立する新会社のご実印

３．費用（約２７～２８万円）
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